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東京都品川区大崎一丁目 11番 2号 

株式会社インターネットインフィニティー 

代表取締役 別宮 圭一 

 

当社は、2022年 1月 14日付けで、株式会社カンケイ舎（以下「承継会社」といいます。）と

の間で、当社を吸収分割会社、承継会社を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分

割」といいます。）に係る吸収分割契約を締結いたしました。よって、以下のとおり、本吸収

分割に係る事前開示をいたします。 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782条第 1項第 2号） 

本吸収分割に係る吸収分割契約の内容は別紙 1のとおりです。 

 

2. 会社法第 758条第 4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行

規則第 183条第 1号イ） 

当社は、本吸収分割に際して、承継会社から本吸収分割により承継する権利義務の対価

の交付を受けません。当社が承継会社の発行済株式の全てを所有しているため、当社が

本吸収分割に際して承継会社から金銭等の交付を受けないことは相当と判断しました。 

 

3. 吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容（会社法施行規則第 183条第 4

号イ） 

別紙 2のとおりです。 

 

4. 吸収分割承継会社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の

会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183条第 4号ハ） 

該当事項はありません。 

 

5. 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183条第 5号

イ） 

該当事項はありません。 

 



6. 吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務及び吸収分割承継会社の債務（吸収

分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 183条第 6号） 

（1） 当社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日後の当社の資産の額につきましては、負債の額を十分に上回

ることが見込まれます。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フロ

ーの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予

測されておりません。従いまして、本吸収分割後における当社の債務について履行の

見込みがあると判断いたします。 

 

（2） 承継会社における分割会社から承継される債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日後の承継会社の資産の額につきましても、負債の額を十分に

上回ることが見込まれます。また、本吸収分割後の承継会社の収益状況及びキャッシ

ュ・フローの状況について、承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現

在のところ予測されておりません。従いまして、本吸収分割後における承継会社の債

務について履行の見込みがあると判断いたします。 
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吸収分割契約の内容 
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 承継会社については最終事業年度がありません。会社の成立の日における貸借対照表の内容

については、以下のとおりです。 

 

成立時貸借対照表 

（2021年 12月 1日現在） 

（単位：円）  

資産の部 負債の部 

科  目 金  額 科  目 金  額 

流動資産 

 現金及び預金 

 

10,000,000        

10,000,000 

   

  

 

負債合計 0  

純資産の部 

株主資本 

 資本金 

 資本準備金 

10,000,000  

10,000,000  

0  

  

純資産合計 10,000,000 

資 産 合 計 10,000,000  負債・純資産の合計 10,000,000 

 

以上 

 

 

 


